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【訓練項目】 

 情報伝達収集訓練 

 噴火速報や噴火警報の情報伝達や防災体制を設置し、山小屋等からの被害情

報等の収集を行う。 

 現地対策訓練 

 登山口に現地指揮所を設置し、関係機関と情報を共有し、対応について協議

を行う。 

 各登山口に規制看板を設置し、入山規制を行う。 

 安否確認訓練 

 各登山口で、登山届を回収、下山者の確認、現地指揮所で情報のとりまとめ

を行う。 

 とりまとめた情報を県に報告、県は被害状況等の公表を行う。 

■意見交換の内容 

【参加機関について】 

 市町：県は、どの範囲まで参加を求めるのか。 

 県：検討しているところだが、見学は広く声をかける予定である。 

【現地指揮所の役割について】 

 県：他の火山では、現地指揮所はどのような役割だったのか。 

 杉本委員：訓練要綱（案）を見ると、救出・救助等の判断できる人員が必要では

ないか。また、登山口で何をさせるか指示を出すことも必要で、対応事項の洗い

出しや安否確認時に使用するフォーマットの整理などしておくとよい。 

【安否確認訓練について】 

 杉本委員：安否確認訓練において、どうやって情報共有・報告を行うのか。 

 県：個人情報を含む形になるので、防災システムを使わない形を検討している。 

 杉本委員：登山者数の把握について、どのように行うのか。 

 県：登山届に頼ることになる。登山届は各登山口で提出をお願いしているが、登

山者全員が提出しているか不明である。他の火山ではどうしているか。 

 杉本委員：御嶽山噴火災害時は、駐車場に残っている車なども参考にしていた。 

【被害状況等の収集について】 

 杉本委員：御嶽山噴火災害の際、役場と現地指揮所は無線でつながるが、役場と

山小屋は直接連絡が取ることができなかった。 

 県：参考にする。草津白根山噴火災害時の対応について、町等から話を聞いたが、

同じく無線が上手く使えなかったと聞いている。 

 杉本委員：訓練において、無線がつながるかどうかも確認したほうが良い。御嶽

山噴火災害時も、町には断片的な情報しか入らなかった。噴火直後の状況把握に

は、山小屋との連携が重要であり、現地指揮所等でリアルタイムの情報が得られ

るか、検証する必要がある。 
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【規制の実施について】 

 杉本委員：入山規制の範囲は 1㎞だが、どこで規制をかけるのか。 

 県：登山口でかけることになる。 

【ガス検知等の確認について】 

 杉本委員：ガス検知の対応について、消防はガス検知器を持っているのか。また

は、ガス検知と気象台の火山活動状況と見通しを受けて現地指揮所は救出活動の

実施判断を噴火直後に実施するとなっているが、ガス検知は、ある程度噴火現場

近くに登る必要があるのではないか。 

 県：検知器があるか把握していない。今回は、登ることが都合上できないため、

実施しない方向で検討する。 

【その他】 

 杉本委員：訓練も重要だが、登山道がどうなっているか、どこまで車で登れるの

か、確認しておくことも重要である。雲仙岳では、毎年、防災関係機関と報道機

関が一緒に登山を行う「防災登山」を実施している。 

 県：法下院温泉山荘まで車で行くことが可能。防災登山は平成 26 年まで実施し

ていた。近年はできていないが、再開したいと考えている。 

 

＜打合せ会議の様子＞ 

 

 

 


